
大学改革支援・学位授与機構が行う

法科大学院認証評価について

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

令和３年６月
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機構が行う法科大学院認証評価の目的

1. 法科大学院の教育活動等の質を保証するため、法科大
学院を定期的に評価し、教育活動等の状況が評価基準
に適合しているか否かを認定する（適合認定）

2. 当該法科大学院の教育活動等の質の向上及び改善を促
進するため、法科大学院の教育活動等について多面的
な評価を実施し、評価結果を当該法科大学院を置く大
学に通知する

3. 法科大学院の活動について、広く国民の理解と支持が
得られるよう支援及び促進していくため、法科大学院
の教育活動等の状況を多面的に明らかにし、それを社
会に示す
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機構が行う評価の基本的な方針

（１）評価基準に基づく評価

（２）教育活動を中心とした評価

（３）各法科大学院の個性の伸長に資する評価

（４）自己評価に基づく評価

（５）ピア・レビューを中心とした評価

（６）透明性の高い開かれた評価
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評価の実施体制
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法科大学院認証評価委員会

運営連絡会議

評価部会

評価基準や評価方法等の決定、評価結果の確定 等

評価部会間の調整、評価実施後の法科大学院における
教育活動等の質の確保に関する調査 等

対象法科大学院ごとの調査(書面調査・訪問調査)
の実施、評価結果（原案）の作成 等

専門部会
特定の専門事項の調査



法科大学院認証評価スケジュール
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機構による評価に関する説明会

法科大学院の自己評価担当者等に対する研修等の実施（6月）

評価の申請及び受付(9月末)

自己評価書の提出（6月末）

評価結果(案)の通知(1月末)

意見の申立ての手続(2月)

評価結果の確定(3月)

評

価

実

施

年

度

評
価
実
施
前
年
度

当該法科大学院を置く
大学に通知

文部科学大臣に報告

広く社会に公表



法科大学院認証評価関係冊子類（１）

【機構ウェブサイト】大学等の評価
認証評価
法科大学院認証評価
法科大学院評価基準要綱等・評価手数料・自己評価書様式等
※ 法科大学院認証評価に関係する冊子をダウンロードできます
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法科大学院認証評価関係冊子類（２）

改定済

１ 法科大学院評価基準要綱

２ 自己評価実施要項

３ 評価実施手引書

４ 訪問調査実施要項

令和３年秋頃改定

５ 法科大学院重要事項変更届・

法科大学院対応状況報告書作成
要領

６ 法科大学院認証評価に関する

Ｑ＆Ａ

１ 評価基準、評価方法に関すること

２ 自己評価書の記入方法に関すること

３ 評価者の評価方法に関すること

４ 訪問調査に関すること

冊子類 概要
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４巡目の法科大学院認証評価のポイント

（１）
法科大学院認証評価のサイクルが４巡目に入ることにあわせて、評価基準や

評価方法の大幅な見直しを行った。なお、サイクルとしては令和３年度から４
巡目となるが、申請がなかったため、評価実施は令和４年度からとなる。
４巡目の法科大学院認証評価のポイントは、以下のとおり。

１．「法科大学院制度改革を踏まえた認証評価の充実の方向性について」
（中教審法科大学院等特別委員会（令和２年６月１７日））を踏まえ、
法科大学院の教育活動等の質保証について重点的な評価を行う

２．法科大学院の教育活動等の質保証に関する基準のうち、特に重視される
基準を「重点評価項目」とし、これを満たしていない場合は「評価基準
に適合していない」と判断する

３．評価基準本体は概括的で簡素なものとし、「自己評価実施要項」に自己
評価を行う際に分析すべき項目や確認すべき法令上の要件等を記載する

（続く）
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４巡目の法科大学院認証評価のポイント

（２）
（続き）
４．自己点検・評価の結果に基づき、教育活動等の質が確保されていると

判断される法科大学院については効率的に評価を行う一方、課題等が
指摘される法科大学院については詳細な確認を行うなど、各法科大学
院の状況に応じた評価を行う

５．法科大学院が具体的かつ客観的な指標・数値により教育の実施状況等を
自己分析できるよう、自己評価書について文章による説明を極力削減
し、予め例示した根拠資料等の提示で足りるものとする

６．次の評価を受けるまでの間、毎年度提出を求めていた「法科大学院年次
報告書」を廃止し、必要に応じて「法科大学院重要事項変更届」や
「対応状況報告書」を提出することとする
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４巡目の法科大学院認証評価のポイント

（説明）（１）
１．「法科大学院制度改革を踏まえた認証評価の充実の方向性について」

（中教審法科大学院等特別委員会（令和２年６月１７日））を踏まえ、
法科大学院の教育活動等の質保証について重点的な評価を行う

 法科大学院等特別委員会から示された「方向性」
（基本的な方向性）
• 認証評価を、より効果的・効率的なものとして機能させ、各法科大

学院における自律的な質保証の取組や、教育の充実に向けた自主
的・積極的な取組を促進

• 評価方法をより合理化させるとともに、評価結果や客観的な指標に
基づきより実質的かつ重点的に評価を行う

• 関係法令の趣旨を踏まえつつ、各法科大学院の特色ある教育研究が
より進展する評価を行う
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４巡目の法科大学院認証評価のポイント

（説明）（２）
１．（続き）

 法科大学院等特別委員会から示された「方向性」（続き）
（具体的な方向性）
• 形式的な評価の効率化
• 教育内容・方法等に関する実質的かつ重点的な評価
• 過去の評価結果や客観的な指標に基づく評価対象校の重点化 など

 「方向性」に対応し、評価基準や評価方法を大幅に変更（具体的な変
更内容は２．以下で説明）
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４巡目の法科大学院認証評価のポイント

（説明）（３）
１．（続き）

 あわせて、近年の法令改正に対応
• 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の改正

（令和元年６月２６日公布、同日から令和４年１日まで段階的に施
行）

• これに伴う、学校教育法施行令、専門職大学院設置基準等の改正
（令和２年４月１日以降順次施行）

• 学校教育法第１１０条第２項に規定する基準を適用するに際して必
要な細目を定める省令の改正（一部の規定は令和２年４月１日から、
それ以外の規定は令和４年４月１日から施行）
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４巡目の法科大学院認証評価のポイント

（説明）（４）
２．法科大学院の教育活動等の質保証に関する基準のうち、特に重視される

基準を「重点評価項目」とし、これを満たしていない場合は「評価基準
に適合していない」と判断する

 領域２「法科大学院の教育活動等の質保証」に含まれる６つの基準の
うち、４つの基準を「重点評価項目」に設定（基準の内容については
後ほど説明）

 これら４つの基準のうち１つでも満たしていない場合は、他の基準の
状況に関わらず、「評価基準に適合していない」と判断する（ただし、
これらの基準を満たしていない場合は、同領域のその他の基準や他の
領域における基準も「満たしていない」状況である可能性が高い）
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４巡目の法科大学院認証評価のポイント

（説明）（５）
３．評価基準本体は概括的で簡素なものとし、「自己評価実施要項」に自己

評価を行う際に分析すべき項目や確認すべき法令上の要件等を記載する

 基準の数を大幅に削減し、「解釈指針」は廃止
３巡目：１１章、５２基準、１３２解釈指針
４巡目：５領域、２１基準

 従来は基準や解釈指針に法令等の文言を引用していたが、法令改正のた
びに評価基準の改定が必要になり、煩雑な文章になっていたため、改定
後の評価基準では、直接的には引用しない
旧基準１１－２－１

法科大学院の教育活動等の状況、並びに自己点検及び評価の結果その他法科大学院に関する情報が、適

切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法

によって公表されていること。

解釈指針１１－２－１－１ （１）～（１３）、解釈指針１１－２－１－２～６

↓

新基準１－３

法科大学院の教育研究活動等に関する情報の公表が適切であること
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４巡目の法科大学院認証評価のポイント

（説明）（６）
３．（続き）

 自己評価実施要項を大幅に改定し、「別紙１ 基準ごとの分析を行う
際の手順等について」において、基準ごとに、「分析項目」、「分析
の手順」、「分析項目に係る根拠資料・データ」及び関係法令等を具
体的に記載（次ページを参照）
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４巡目の法科大学院認証評価のポイント

（説明）（６-続き）
３．（続き）

（例）

基準１－３ 法科大学院の教育研究活動等に関する情報の公表が適切であること

分析項目１－３－１ 法令により公表が求められている事項を公表されていること

【分析の手順】

法科大学院の目的、方針その他法令が定める教育研究活動等についての情報を、社会に対

し、刊行物の配布、ウェブサイトへの掲載等の方法により広く公表していることを確認す

る。

【分析項目に係る根拠資料・データ】

法令が定める教育研究活動等についての情報の公表状況一覧（別紙様式１－３－１）

＜関係法令＞

学校教育法第１０９条、１１３条

・・・
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基準ごとに１つ～最大９つの分析項目が設定されている

この手順に沿って自己評価を行う

自己評価の際に用いる根拠資料・データの例。
この項目には様式が用意されているため、様式
に沿って作成すればよい。原則として公表され
ることに注意

自己評価の際に参照する



４巡目の法科大学院認証評価のポイント

（説明）（７）
４．提出された自己評価書等の書面審査に基づき、教育活動等の質が確保さ

れていると判断される法科大学院については効率的に評価を行う一方、課
題等が指摘されうる法科大学院については詳細な確認を行うなど、各法科
大学院の状況に応じた評価を行う

 ３巡目までは、対象校の状況によらず一律な評価を実施していたが、
４巡目においては、対象校から提出された自己評価書等を分析・調査
した結果、教育活動等の質が確保されていると判断された場合は、そ
の後の調査事項の省略や、訪問調査日程の短縮を行う

 逆に、自己評価書等の分析・調査の結果、課題があると考えられる場
合は、資料・データ等の追加提出を求め、詳細な確認を行う

 ３巡目までは、旧評価基準第８章（教員組織）の基準を満たしている
かどうかの判断を行うため、専任教員と法律基本科目又は必修科目を
担当する兼担教員・兼任教員の業績調書の提出を求めていたが、４巡
目においては原則不要となる。ただし、自己評価書等を分析・調査し
た結果、教員の質の確保に課題があると考えられる場合は、教員の採
用・任用や教員評価に使用した資料の提出を求める可能性がある
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４巡目の法科大学院認証評価のポイント

（説明）（８）
５．法科大学院が具体的かつ客観的な指標・数値により教育の実施状況等を自

己分析できるよう、自己評価書について文章による説明を極力削減し、予
め例示した根拠資料・データ等の提示で足りるものとする

 自己評価書については、冒頭の「目的」や「特徴」を除き、基本的に
は文章を記述する必要はなく、分析項目ごとに根拠資料・データ等を
提示するのみ

 ただし、根拠資料・データ等では内容を十分に立証できない場合や、
既定の「分析項目」では自己評価できない活動がある場合、取組にお
ける個性や特色、留意すべきことなどがある場合は、「特記事項」欄
に記述する

 また、「優れた成果が確認できる取組」や「改善を要する事項」があ
る場合も、所定の欄に記述する

 評価結果において「優れた点」や「特色ある点」として取り上げてほ
しい取組があれば、積極的にアピールを
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４巡目の法科大学院認証評価のポイント

（説明）（９）
６．次の評価を受けるまでの間、毎年度提出を求めていた「法科大学院年次報

告書」を廃止し、必要に応じて「法科大学院重要事項変更届」や「対応状
況報告書」を提出することとする

 機構の評価を受けた法科大学院に対して毎年度提出を求めていた「法
科大学院年次報告書」については、令和４年度から廃止。教育課程や
教員組織等に重要な変更又は状況の変化があったときは、「法科大学
院重要事項変更届」を提出することとする

 また、評価において「満たしていない」とされた基準があった場合に
提出を求めていた「対応状況報告書」についても、毎年度の報告は求
めないことと、対応が完了した時点において提出することとする。た
だし、対応が完了していない場合であっても、評価を受けた後、３年
度目までには状況について報告することとする

 令和３年秋頃に届出等の作成要領を改定し、公表する
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４巡目の評価基準の構成

５領域に分類される２１の基準から構成

領域１ 法科大学院の教育活動等の現況
領域２ 法科大学院の教育活動等の質保証
領域３ 教育課程及び教育方法
領域４ 学生の受入及び定員管理
領域５ 施設、設備及び学生支援等の教育環境

※領域２の教育活動等の質保証に関する基準のうち、特に
重視される４つの基準については「重点評価項目」として
位置付け
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３巡目と４巡目の法科大学院評価基準の対

応関係
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領域１

教育の理念及び目標の達成状況

基準１－１ 法科大学院の目的が適切に

設定されていること

基準１－２ 教育活動等を展開する上で
必要な教員等が適切に配置されていると

ともに、必要な運営体制が適切に整備さ

れていること

基準１－３ 法科大学院の教育研究活動

等に関する情報の公表が適切であること

 ３巡目基準における、「第１章 教

育の理念及び目標」、「第８章 教

員組織」のうち設置基準に定める必

置教員数、「第９章 管理運営等」、

「第１１章 自己点検及び評価等」

のうち情報の公表に関する評価項目

を領域１として再構成

 法曹養成連携協定を締結している場

合は、同協定に関連して法令により

公表が求められている情報の公表に

ついても基準１－３で確認

基準 概要
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領域２

法科大学院の教育活動等の質保証

基準２－１（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己

点検・評価し、その結果に基づき教育活動等の質の維持、改

善及び向上に継続的に取り組むための体制が明確に規定され

ていること

基準２－２（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己

点検・評価を行うための手順が明確に規定され、適切に実施

されていること

基準２－３（重点評価項目） 法科大学院の目的に則した人材

養成がなされていること

基準２－４（重点評価項目） 教育活動等の状況についての自

己点検・評価に基づき教育の改善・向上の取組が行われてい

ること

基準２－５ 教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補

助する者も含め、その質の維持及び向上を図っていること

基準２－６ 法科大学院が法曹養成連携協定に基づいて行うこ

ととされている事項が適切に実施されていること

 主に、３巡目基準における、「第５

章 教育内容等の改善措置及び教育課

程の見直し等」、「第１１章 自己点

検及び評価等」のうち自己点検及び

評価に関する評価項目を領域２とし

て再構成

 基準２－１、２－２、２－３及び２

－４は「重点評価項目」

 基準２－６については、法曹養成連

携協定を締結していない場合は確認

不要

基準 概要

23



領域３

教育課程及び教育方法

基準３－１ 学位授与方針が具体的かつ明確であること

基準３－２ 教育課程方針が、学位授与方針と整合的であ

ること

基準３－３ 教育課程の編成が、学位授与方針及び教育課

程方針に則しており、段階的かつ体系的であり、授業科

目が法科大学院にふさわしい内容及び水準であること

基準３－４ 学位授与方針及び教育課程方針に則して、法

科大学院にふさわしい授業形態及び授業方法が採用され

ていること

基準３－５ 教育課程方針に則して、公正な成績評価が客

観的かつ厳正に実施され、単位が認定されていること

基準３－６ 法科大学院の目的及び学位授与方針に則して

修了要件が策定され、公正な修了判定が実施されている

こと

基準３－７ 専任教員の授業負担等が適切であること

 主に、３巡目基準における、「第２

章 教育内容」、「第３章 教育方法」、

「第４章 成績評価及び修了認定」、

「第８章 教員組織」のうち教員の教

育研究環境に関する評価項目を領域

３として再構成

基準 概要
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領域４

学生の受入及び定員管理

基準４－１ 学生受入方針が具体的かつ
明確に定められていること

基準４－２ 学生の受入が適切に実施さ

れていること

基準４－３ 在籍者数及び実入学者数が

収容定員及び入学定員に対して適正な数

となっていること

 ３巡目基準における「第６章 入学者

選抜等」から大きな変更はなし

基準 概要
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領域５

施設、設備及び学生支援等の教育環境

基準５－１ 法科大学院の運営に必要な
施設及び設備が整備され、有効に活用さ

れていること

基準５－２ 学生に対して、学習、生活、
経済、進路、ハラスメント等に関する相

談・助言、支援が行われていること

 ３巡目基準における「第７章 学生の

支援体制」及び「第１０章 施設、設

備及び図書館等」を領域５として再

構成

 基準５－１及び基準５－２に関して

は、前回の法科大学院認証評価にお

いて「改善すべき」等が指摘されて

おらず、かつ、その後に特段の変更

がない場合は、改めて現在の整備状

況を詳細に確認する必要はない

基準 概要
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